
Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

介護と介護事業を守り、よくする！
｢学び｣｢共感｣｢モチベーション｣をもたらす研修シリーズ
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ケアマネジャー･相談援助職養成

｢質の向上｣&｢省力化｣
■ケアマネジメントを学び直す必要性

天晴れ介護サービス総合教育研究所 株式会社
代表取締役 榊原 宏昌
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講師プロフィール
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◎昭和52年、愛知県生まれ 介護福祉士、介護支援専門員
◎京都大学経済学部卒業後、平成12年、特別養護老人ホームに介護職として勤務
◎社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、

有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の実務に携わる
◎15年間の現場経験を経て､平成27年4月｢介護現場をよくする研究･活動｣を目的に独立
◎著書、雑誌連載多数。講演、コンサルティングは年間400回を超える
◎ブログ、facebook、毎朝5:55のライブ配信など毎日更新中
◎YouTubeや動画ライブラリーでは500本以上の動画を配信
◎介護と介護事業を守り、よくする教育インフラ「リーダーズ・プログラム（年会費制）」を主催
◎「継続的な学習」を当たり前に。「リーダー」を1人でも多く増やすために、日々活動中
◎4児の父、趣味はクラシック音楽
◎天晴れ介護サービス総合教育研究所 https://www.appare-kaigo.com/ 「天晴れ介護」で検索

■日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 兼任講師 ■全国有料老人ホーム協会 研修委員
■稲沢市 地域包括支援センター運営協議会委員 ■HMS介護事業経営コンサルタント
■出版実績：中央法規出版、中央法規出版、ナツメ社、その他10冊以上
■平成20年第21回ＧＥヘルスケア・エッセイ大賞にてアーリー・ヘルス賞を受賞
■榊原宏昌メールアドレス sakakibara1024@gmail.com
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介護現場をよくする研究・活動
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➢facebook、ブログ等を毎日更新、情報発信
➢天晴れ介護サービス総合教育研究所YouTubeチャンネル 週１〜２回動画配信
➢メルマガ（日刊：介護の名言、週刊：介護現場をよくする研究＆活動通信）
➢以上の情報はHP（「天晴れ介護」で検索）よりどうぞ
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介護現場をよくする研究・活動
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■よい介護職はいても、よい介護現場はなかなかない……

・１人１人がよくなるだけでは、うまくいかない

・チーム、組織、目標、計画、ルール
リーダーシップ、コミュニケーションなどが必要

・「介護現場」をよくすることで
利用者はもちろん、職員も幸せになれる！

・人と人とがお互いに学び合い
気持ちよく支え合える社会づくり
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天晴れ介護サービス「ACGs」！
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著書・雑誌連載
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内容

利用者・職員から選ばれる！

介護サービス
経営の教科書
人を大切にする経営｢10｣の極意
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本日の内容
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■ケアマネジャー･相談援助職養成
｢質の向上｣&｢省力化｣

◎ケアマネジメントを学び直す必要性
・令和6年度介護報酬改定に関連して
・ケアプランを学び直す４つの視点
・尊厳の保持と自立支援
・ケアマネジャーの仕事とは
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CM･相談員｢質の向上｣&｢省力化｣
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■毎月1回90分＋Q&A ※セミナ＆後日動画
１．ケアマネジメントを学び直す必要性について

介護報酬改定内容、自立支援、尊厳の保持を中心に
２．課題分析（アセスメント）項目の解説
３．生活歴・生活習慣の把握と活用／ニーズ抽出と目標設定
４．ケアプラン立案／課題整理総括表
５．サービス担当者会議／モニタリング／支援経過
６．運営指導とケアプラン点検の基本
７．運営指導対策その１（運営基準編）
８．運営指導対策その２（算定基準編）
９．運営指導対策その３（居宅サービスの活用編）
10．運営指導対策その４（必要書類整備が標準となる仕組み）
11．居宅介護支援事業所の管理運営 その１
12．居宅介護支援事業所の管理運営 その２
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CM･相談員｢質の向上｣&｢省力化｣
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■特典動画25本！！！●万円相当のプレゼント（1年コースお申込みの方）
・令和6年度介護報酬改定 居宅介護支援全解説
・クレーム対応の基礎
・カスタマーハラスメント対応の具体策
・リーダー＆相談援助職のための説明力向上講座より
重要事項説明書の内容と説明のポイント／廃用症候群の悪循環について

・進塾（面談スキル向上講座）より
・「管理者･リーダーが身につけたい！話し方･伝え方のスキル」

〜話し方・伝え方「10」の型とコツ〜
・管理職養成講座（全12回）より以下2本
管理職の仕事とは〜心構えと身につけるべきスキル〜
｢ルール｣と｢コミュニケーション｣でチームを再点検！

・適切なケアマネジメント手法（10本）
・ケアプラン点検支援マニュアルの解説
・居宅サービス計画記載要領の解説
・ビジネススキル3本（ロジカル＆クリティカルシンキング
アイデア創出・問題解決）
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本日の内容

11

■ケアマネジャー･相談援助職養成
｢質の向上｣&｢省力化｣

◎ケアマネジメントを学び直す必要性
・令和6年度介護報酬改定に関連して
・ケアプランを学び直す４つの視点
・尊厳の保持と自立支援
・ケアマネジャーの仕事とは
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令和6年度介護報酬改定事項
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令和6年度改定

第239回社会保障審議会介護給付費分科会 13
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①人材不足
→賃金アップ、生産性向上

②重度化防止
→リハ・口腔・栄養の一体的取組、医療・介護連携

令和6年度介護報酬改定

14
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居宅介護支援
○１（１）①居宅介護支援における特定事業所加算の見直し
ヤングケアラー、障害者、生活困窮、難病等、知識等に関する事例検討会、研修参加
(主任)介護支援専門員の専任要件について、予防や総合相談との兼務可
運営基準減算に係る要件を削除／介護支援専門員一人当たりの利用者数／＋14単位
○１（１）②居宅介護支援事業者が市町村から指定を受けて介護予防支援を行う場合
の取扱い（予防のみ）
指定を受ける場合の新たな区分（＋34単位）／介護支援専門員のみの配置でOK
○１（１）③他のサービス事業所との連携によるモニタリング★
以下の要件を設けた上でオンラインモニタリング可能
利用者の同意／主治医、担当者等の合意（状態の安定、意思疎通（家族サポートも可、
他事業者からの情報活用）／少なくとも２月１回（予防６月１回）居宅訪問
○１（３）⑩入院時情報連携加算の見直し
入院当日／入院日以前OK／営業時間終了後又は営業日以外の入院は翌日含む
入院時情報連携加算（Ⅰ）250単位／月
入院した日の翌日又は翌々日／営業時間終了後の入院、入院日から起算して3日目が営
業日でない場合はその翌日も含む→（Ⅱ）200単位
○１（３）⑪通院時情報連携加算の見直し
⻭科医師の診察を受ける際に介護支援専門員が同席した場合も対象とする
○１（４）⑥ターミナルケアマネジメント加算等の見直し
対象疾患を末期の悪性腫瘍に限定しない／
特定事業所医療介護連携加算のターミナルケアマネジメント加算算定15回以上
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居宅介護支援
○１（５）④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入★
未策定、減算1％／1年間経過措置／情報公表／運営基準上は義務
○１（６）①高齢者虐待防止の推進★
指針、委員会、研修、担当者などの措置が講じられていない場合減算1％
○１（６）②身体的拘束等の適正化の推進★
身体拘束に対する内容を運営基準上明確化
○２（１）⑫ケアプラン作成に係る「主治の医師等」の明確化
通所リハ・訪問リハ利用時の「主治の医師等」に、入院中の医療機関の医師を含む
○３（２）①テレワークの取扱い★
個人情報の管理／利用者の処遇に支障ない／職種や業務ごとに具体的な考え方
○３（３）⑭公正中立性の確保のための取組の見直し
前６か月間に作成したケアプランの集中度合について、利用者説明を努力義務とする
○３（３）⑮介護支援専門員１人当たりの取扱件数（報酬）
居宅介護支援費（Ⅱ）：ケアプランデータ連携システムを活用／事務職員を配置
（ⅰ）の取扱件数を「45 未満」→「50 未満」／（ⅱ）「50 以上60 未満」へ
取扱件数の算出に当たり、指定介護予防支援の提供を受ける利用者数は３分の１
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居宅介護支援
○３（３）⑯介護支援専門員１人当たりの取扱件数（基準）
・原則 、 要介護者数に要支援者数 １ ／３を加えた数が 44 又はその端数を増すごと
に１とする
・データを電⼦的に送受信するための公益社団法人国⺠健康保険中央会のシステムを
活用、かつ、事務職員を配置している場合において、 要介護者数に要支援者数 １／３
を加えた数が 49 又はその端数を増すごとに１とする 。
○４（１）⑧同一建物に居住する利用者へのケアマネジメント
利用者が居宅介護支援事業所と併設・隣接しているサービス付き高齢者向け住宅等に
入居している場合／同一の建物に20名以上入居している場合／5％減算
○５②特別地域加算、中山間地域等の小規模事業所加算及び中山間地域に居住する者
へのサービス提供加算の対象地域の明確化★
○５③特別地域加算の対象地域の見直し★
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4．課題分析Ⅲ（ケアプラン6領域分析）

・居宅自体の稼働・件数
（収支、賃金アップにも関連）

・コンプライアンス
・ケアマネジメントの質の向上と効率化
・居宅の組織体制と職員のケア
・その他

※法人の稼働への貢献も……
（法人内サービスを知る、紹介する、伝える）

居宅の課題
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ケアマネジメントとは
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施設ケアマネの特徴
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▲100件近い担当件数
▲1人ケアマネが多い
▲兼務も多い
▲ケアマネ業務以外の仕事も多い
▲学ぶ機会が少ない
▲現場においてケアプランがあまり重要視されていない

〇24時間の安心を前提にプランニングできる
〇多職種でのアセスメント、プランニングが可能
〇日々のモニタリングが可能
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施設ケアプランに求められるもの
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１．24時間の安心を前提にプランニング
２．多職種でのアセスメント、プランニングが可能
３．日々のモニタリング
４．居宅との連携
５．自宅での生活スタイルの継続性
６．家族、地域との関係の継続
７．IADL支援における役割創出
８．緊急の保護
９．レスパイト、ターミナル
10．在宅復帰
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本日の内容
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■ケアマネジャー･相談援助職養成
｢質の向上｣&｢省力化｣

◎ケアマネジメントを学び直す必要性
・令和6年度介護報酬改定に関連して
・ケアプランを学び直す４つの視点
・尊厳の保持と自立支援
・ケアマネジャーの仕事とは
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新しいことを始める時の４つの視点
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内容視点
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ケアプランを学び直す４つの視点
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内容視点
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ケアプランを学び直す４つの視点
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内容視点
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■介護保険法（第1条：目的 より）

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに
看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、
これらの者が尊厳を保持し、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため
（中略）
国⺠の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法より

26



Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

■尊厳とは何ですか？

→尊厳を守る
→尊厳の保持

尊厳って何？

27
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■尊厳とは、人格に備わる、何物にも優先し、
他のものでは取って代わることのできない絶対的な価値。

■モノは壊れてしまえば、新しいモノと交換することができるが、
人間はかけがえのない存在であり、ほかのモノで取って代わることはできない。

■したがって、人が、単なる手段や道具として扱われたとき（モノ扱い）
人間の尊厳は侵害されることになる。

（認知症ケア専門士テキストより）

モノと比較すると、生き物は何が異なりますか？

心・感情がある

五感がある（視覚・聴覚・
味覚・嗅覚・触覚）

家族がある

人工的に作れない

命がある

命の維持に
毎日のケアが必要

尊厳 ステップ①モノとの違い

28
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尊厳：ステップ②動物との違い
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尊厳：ステップ③他人との違い
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尊厳の意味
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■介護保険法（第1条：目的 より）

加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり
入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに
看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、
これらの者が尊厳を保持し、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため
（中略）
国⺠の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法より

32
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内容

33

１．精神的自立
（思っていることを伝えることができる、選択することができる）
２．人間関係的自立
（対人関係能力も含めて、他者とコミュニケーションをもち、集団的、社会的生活
を送ることができる）
３．身体的自立
（自分の能力を活かした活動と参加ができる）
４．IADLの自立
（買い物、調理、掃除、洗濯、金銭管理等ができる、服薬などの健康管理面の自立
も含む）
５．労働的自立
（労働を通じて社会とつながる、役割を持って人の役に立つことができる。人から
感謝される機会を持つ）
６．趣味活動の自立
（好きなことをすることができる、楽しい時間を過ごすことができる）

自立とは？
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ケアプランを学び直す４つの視点
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内容視点
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愛知県「介護のお仕事」より 「介護の魅力ネット・あいち」からも閲覧可能

介護職の仕事とは？

35
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生活歴・生活習慣の把握
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生活歴・生活習慣の把握と活用

37

アセスメントを行うものの、情報が現在に偏りがち…
➢以前の情報、要介護状態になる前の暮らしぶりにヒントが多い！
➢障害は治らなくても、以前の生活スタイルを取り戻したい（近づけたい）

リハビリの目標
BPSDの緩和
地域交流
インフォーマル資源の活用
ターミナルケア（人生の最終段階）
多職種で共有する共通目標の設定

➢生活歴・生活習慣の把握の方法
◎白紙を渡す ◎記載例も渡す ◎意義を伝える

Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved. 38

地域との連携を考える
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ケアプランを学び直す４つの視点
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内容視点
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ケアプランを学び直す４つの視点
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内容視点
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本日の内容
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■ケアマネジャー･相談援助職養成
｢質の向上｣&｢省力化｣

◎ケアマネジメントを学び直す必要性
・令和6年度介護報酬改定に関連して
・ケアプランを学び直す４つの視点
・尊厳の保持と自立支援
・ケアマネジャーの仕事とは

Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

ケアマネジメントとは
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ケアマネジャーの業務とは？
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１．相談受付、初回面談
２．重要事項説明書、契約書の説明・同意
３．アセスメント（面談、5つの視点（原因／時系列／日常生活全般／具体的／統合）、6つのニーズ（健康管理／ADLの自

立・重度化予防／IADL支援／認知症症状の緩和・進行の予防／社会交流・意欲・楽しみ／介護者支援）
４．ケアプラン作成（多職種連携、社会資源の把握と活用（自助（セルフ・保険外）／互助（家族・地域・ボランティア・総

合事業）／共助（介護保険・医療保険等）／公助（生活保護等）
５．サービス担当者会議（招集、司会）
６．モニタリング（面談、継続的なアセスメント）
７．連絡調整（訪問、電話、FAX、メール等）
８．支援経過記録／９．緊急時対応／10．困難事例対応
11．給付管理
12．コンプライアンス（法令理解、実施、記録、整備、説明）
13．認定調査
14．行政対応（手続き、疑義照会、実地指導、ケアプラン点検、地域ケア会議）
15．外部・事業所内研修への参加、内部研修主催
16．事業所内会議への参加、主催・進行
17．事業所内報連相（情報共有）／18．面談、育成、評価
19．勤怠等管理
20．その他法人内業務等（備品、行事等）
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実地指導と監査の違い地域ケア会議のテーマ例
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１．老老介護
２．サービス拒否
３．遠距離介護
４．男性介護者
５．苦情、クレーム
６．介護離職
７．障害児・者と同居

している高齢者
８．移動困難
９．買い物弱者
10．高齢者ドライバー
11．交通トラブル
12．近隣トラブル
13．ゴミ屋敷
14．認知症
15．若年性認知症

16．精神疾患
17．ひきこもり
18．生活困窮世帯
19．介護虐待
20．消費者トラブル
21．軽犯罪高齢者
22．矯正施設出所者
23．過疎地域
24．災害弱者
25．居住系施設
26．【介護予防】転倒・骨折、関節疾患
27．【介護予防】低栄養・脱水
28．【介護予防】高次脳機能障害
29．【介護予防】経度認知障害・認知症
30．【介護予防】閉じこもり高齢者
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ケアマネジャーに求められるもの
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本日の内容
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■ケアマネジャー･相談援助職養成
｢質の向上｣&｢省力化｣

◎ケアマネジメントを学び直す必要性
・令和6年度介護報酬改定に関連して
・ケアプランを学び直す４つの視点
・尊厳の保持と自立支援
・ケアマネジャーの仕事とは
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CM･相談員｢質の向上｣&｢省力化｣
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■毎月1回90分＋Q&A ※セミナ＆後日動画
１．ケアマネジメントを学び直す必要性について

介護報酬改定内容、自立支援、尊厳の保持を中心に
２．課題分析（アセスメント）項目の解説
３．生活歴・生活習慣の把握と活用／ニーズ抽出と目標設定
４．ケアプラン立案／課題整理総括表
５．サービス担当者会議／モニタリング／支援経過
６．運営指導とケアプラン点検の基本
７．運営指導対策その１（運営基準編）
８．運営指導対策その２（算定基準編）
９．運営指導対策その３（居宅サービスの活用編）
10．運営指導対策その４（必要書類整備が標準となる仕組み）
11．居宅介護支援事業所の管理運営 その１
12．居宅介護支援事業所の管理運営 その２
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CM･相談員｢質の向上｣&｢省力化｣
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■特典動画25本！！！●万円相当のプレゼント（1年コースお申込みの方）
・令和6年度介護報酬改定 居宅介護支援全解説
・クレーム対応の基礎
・カスタマーハラスメント対応の具体策
・リーダー＆相談援助職のための説明力向上講座より
重要事項説明書の内容と説明のポイント／廃用症候群の悪循環について

・進塾（面談スキル向上講座）より
・「管理者･リーダーが身につけたい！話し方･伝え方のスキル」

〜話し方・伝え方「10」の型とコツ〜
・管理職養成講座（全12回）より以下2本
管理職の仕事とは〜心構えと身につけるべきスキル〜
｢ルール｣と｢コミュニケーション｣でチームを再点検！

・適切なケアマネジメント手法（10本）
・ケアプラン点検支援マニュアルの解説
・居宅サービス計画記載要領の解説
・ビジネススキル3本（ロジカル＆クリティカルシンキング
アイデア創出・問題解決）
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継続的な学習の重要性！
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■成⻑のために
・ギャップを埋める＆強みを活かす
・時間とエネルギーをかけた分だけ成⻑する
・よい情報を浴び続ける、そういう環境に身を置く
・成⻑は螺旋階段、その時々で受け取るものも違う
・ミラーニューロン効果（思考･行動に影響､時間差で効果！）､感度が高まる
・知れば知るほど分からないことが増える、知りたいことが増える
・学びが理想をつくり、理想が学びを生む
■メンテナンスのために
・いつも良い状態を保てるとは限らない……。
・定期的に軌道修正させてくれる、人・環境の存在が必要
■自分自身、そしてチームワーク
・シャンパンタワー：自分が満ち足りて、人を満たすことができる
・研修はチームで参加､普段は話さないことも話す､施設を越えた連携
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継続的な学習の機会を持つために
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動画
オンライン
研修

対面
研修

影響力・インパクト

回数・頻度

習慣化 ＝ インパクト × 回数
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内容介護現場をよくするライブラリー
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【法人向け】各種コース！
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内容空欄介護と介護事業を守り､よくする！

「事業経営の方程式」
＆

「教育インフラ」

リーダーズ･プログラム2024
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内容空欄

経営者・管理者向け勉強会
毎月１回無料開催！
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内容ぜひご覧くださいませ！
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CM・相談員｢質の向上｣&｢省力化｣
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